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第１回 小城市行政改革推進委員会が開催されました 

 

＜質  疑＞ 

 

会  長 ： 委員の皆さん方から質問あるいは意見、感想なんでも結構でございますが、いただきたい

と思います。どなたからでも、どのようなところからでも切り込んでいただいて結構です。 

それでは、１ページの職員削減のところで、マイナス１８人となっていることで現在の行政業務

にどういう影響を与えているか。これでやっていけるのかどうかということと、もうひとつは、職員

の平均年齢です。退職者は中高年だと思いますし、採用者は若い人だと思いますが、平均年

齢がどのように下がったのか。説明をお願いします。 

財政課長： 今現在で申し上げますと、時間外勤務がかなり増加しています。職員の減数で、やはり影

響が出ていると感じております。減数は基本的に幼稚園、保育所の保母さんや保育士さんを補

充しない分を減としております。そのようなところでの１８人の減の影響は日々雇用とか嘱託職

員に頼った運営をしているため影響が出ております。平均年齢については、今資料がありませ

んので後持ってお答えをしたいと思います。 

会  長 ： 委員の皆さんで他にご質問・ご意見などございませんでしょうか。全体的にご覧になっての

指摘でも結構です。 

Ａ 委 員 ： 私が非常に関心を持っているのは、職員の人材能力開発・育成というところですけども、３

ページ、４ページにそういった職員の質の向上のためにどういったサポート体制を行政側が積

極的にやっていくかと。特に人材育成に関する推進や自主的な政策研究グループあるいは、職

員の意識改革など、職員の意識、態度、行動をどう変えていくか。そのことが、つまり質の向上、

カッコよく言えば、尐数精鋭主義ということが、重要な政策課題だと思っています。結局、職員数

が減って行く中で一人ひとりの職員の能力をどのように拡充していくかということが、どこも問わ

れていると思います。そのために、小城市で特に力を入れて人材開発に金と時間を投入してい

ることについては、どのようにお考えかをお聞きしたいと思います。 

１１月２日（火）に平成２２年度 第１回小城市行政改革推進委員会が議会棟会議室で開催されま

した。今回の委員会では、これまで５年間（平成１７～２１年度）に実施した行政改革の取り組み結果

の報告及び昨年度、策定した第２次小城市行政改革大綱に基づき作成した７７項目からなる第２次

小城市改革プランについて事務局より説明後、質疑応答が行われました。 

≪議事≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・   事務局より説明 

（１） 前期改革プラン（平成１７～２１年度）の取り組み結果について 

・改革プランの進捗状況・効果額等 

・改革プラン以外の取り組み 

・平成 21年度の普通会計決算状況 
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総務部長： 職員の資質といいますか、本人がレベルアップを図るために様々な研修を行い、全体的な

レベルアップを図るような研修、業務ごとの研修、メンタル面での研修や接遇等の研修を数十

人集めて実施するような研修と個人個人の能力を上げて行くような研修とに分けて実施してい

ます。こちらから指定をする場合もありますし、場合によっては、職員から研修への参加希望を

募集し、審査判断をして研修に出すようなことも行っております。それと、職員の提案制度につ

いては、ここにあるように尐しトーンダウンしており、尐してこ入れをしないといけないと考えて

います。要するに提案を受けて実行できるようなシステムを構築しないことには、中々、提案は

出てこないだろうと考えています。 

もう一点は、自主的な研究グループの活動として、日時を決めておいて、様々な人が来て雑

談の中から、例えば、「ここはこうした方がいいんじゃないか」などの話を持てるような場所を職

員自身から作ってもらっています。時間外ですが、中々、集まりが良くないと聞いています。そ

ういったところにも、職員に任せるばかりでなく、様々なフォローアップをして尐し変えて行こうと

考えています。 

Ａ 委 員 ： 具体的に能力、或いは実績の差別化といいますか、つまり競争原理がどんどん導入されて

いっているわけですので、それについて職員個々のインセンティブ、仕事に対する動機付けを

どう高めて行くのかということと、もうひとつは、人事評価制度の問題が出ていますけど、それ

をもう尐し、昇任、昇格と給与にどういう形でか反映させるシステムを積極的に導入していただ

きたい。それは、公務員の意識改革を一番大きく変えていくには、きちんと個々の実績を出すと

いうことと、どう評価するかというところに変わってきているのかなと思いますので、是非、力を

入れていただきたいと思います。 

Ｂ委 員 ： １枚目３番の審議会等女性登用率のところで、目標数値を３０％と掲げられていますが、１

７年度から２１年度の５年間で３０％に届かないのは、どういうところに原因があると思いますか。

どこが伸び悩むところかお伺いします。 

企画課長： 全体的にまだ、３０％を切っているという状況の中で原因としてどういうことが考えられるか

というと女性の募集をした場合に、一般的な応募ということもありますが、中々、女性の応募が

ないということがございます。それと各役職等での登用、委員の推薦などお願いする中でも

中々女性の委員さんが出てこない中、これまで各課には、女性を登用していただくよう、お願い

はしているのですが、もう一歩進んでいない状態です。この結果を踏まえながら来年度以降、

各課で新しく委員会等設置される予定もありますので、そういうところに登用していきたいと考え

ています。 

Ｂ委 員 ： 有難うございました。女性自身も元気を出して手を挙げて行くということもあるのかなと思い

ました。 

Ｆ 委 員 ： 今のことに関連して、３番の市民協働に関する改革ですけど、確か市報で「公募を推進して

います」ということを書いてあったのを記憶していますけど、それにしては、この公募制導入審議

会数３というのが、全体の４６の審議会の中で尐ないような気がしますけど、委員会の性質もあ

るかと思いますけど、公募制を増やすなどの検討はされているのでしょうか。 

企画課長： 公募制の導入審議会数が、今回３という非常に尐ない数字になっています。 

公募制についてもそれぞれの委員会で募集し選任をする時には、公募でと各課にお願いは、 
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していますが、現実的には委員会としては３、公募による委員数は２３人ということで、これも 

尐ない。これも今後、力を入れて行かないといけないと考えております。 

また、女性の登用ということで女性人材バンクを作り随時募集を行っていますが、現在、１０ 

名しか登録はなされていない。その中で、５名が委員会に登用されています。女性人材バンク 

については、登録を呼びかけてはいますが、なかなか応募がなかったため、審議会の女性登 

用が若干低くなった原因となっているのかなと感じております。 

Ｄ委 員 ： お聞きしたい点が二点ございます。一点は、各年度に削減額というのが掲載されています

が、例えば６８番「市主催及び市が補助金を支出しているイベントの見直し」でイベントを廃止

しましたと３８２万円というのが１８年度からそのままの数字で、上がっています。これは、廃止

になった分、１７年度からすると３８２万円削減になっているということだと思いますが、これを

単純に合計すると４倍になりますよね。これは、非常に意味がない数字ではないかと思います。

他のところを見ると、例えば６０番「戦没者慰霊祭と佐賀の乱慰霊祭との統合」を見ますと３０

万３千円など、年度ごとに数字が上下しているものもありますので、単純に前年度の金額をそ

のまま翌年も同じ金額にしましたよというものと、本当に前年度と比較してこれだけ削減されま

したよという数字をきちんと出されてもいいのではないかなと思いました。二点目は、３２番「人

事評価制度の構築」というのがあります。２１年度には部長から係長まで人事評価を実施した

と書いてありますが、実施したことは、給与面に対しての実施なのかなと思いますが、給与面

ということであれば、どういうふうに、例えば、差が５％つきましたとか、何か具体的に答えられ

ることがありましたらお願いします。 

総務部長： ４ページの３２番「人事評価制度の構築」の中で実施したという意味につきましては、部長

級から始めて課長・副課長・係長に人事評価のやり方、方法について、人数も多いため平準

化する必要は当然あるわけですが、なかなか人を評価するとか業務を評価することについて

は、それぞれの部署で目標に対してどう達成したのか、業務の状態がどうだったのかなどの

評価については、現時点では研修ということで、実際には、具体的な評価に繋がる数字や評

価には、まだ繋がっておりません。そのため、制度を早く構築する必要はあると思っています

が、それぞれの部署で課長、係長が評価をするときに個人、個人の差が大きすぎるため、そ

れをどう調整するのかという課題がありますが、平準化を図るため、必死にやっているという

状態です。具体的にこうだというものは、今のところ行っておりません。 

財政課長： ６８番「市主催及び市が補助金を支出しているイベントの見直し」でのイベントの効果額に

つきましては、以前４町で開催していたイベント金額と１町ごとの回しでしたイベント経費の差

額を出して、それを引き続き各年度に効果額として見込まれる額として計上をしているというこ

とでございます。２１年度に終了ということで、２２年度からはその分が今行われている額まで

減額となりますから、それ以後については、その効果額ということでございます。 

総務部長： 先程の平均年齢のことですけども、合併時、３月の時点でも今年の４月の時点でも平均年

齢は４２.９歳になります。一般的には退職者が多ければ若い人が入るわけですので、平均年

齢は下がるかと思いますが、結果としては、平均年齢は一緒となっております。３０代後半、３

５歳から４０歳前くらいが、増えています。それから、２０代の２４歳から２８歳くらいが減ってい

るという傾向にあります。これについては、旧町の時の採用方法や同級生でも年齢に違いが

ありますので、結構バラついている状態です。当然、５年経てば、４５歳の人が５０歳になる、
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その上がる分も含め、結果としては、平均年齢はそんなに変わっていないということです。 

Ｃ委 員 ： 私も人事評価の制度についてご質問をさせていただきたいと思います。 

人事評価の制度そのものがないということですが、我々、民間の企業人からすれば、昇格もあ

る、降格もある、減給もあるという厳しい中で、今までやってきたものですから、役所っていい

なと思うところがあります。というのは、企業の入社において、試験に合格した場合、それで何

ができるのとなった時、大学を出ても、高校を出ても学力、能力というのは、そう変わらない部

分もあります。それを引き出す人がいないとその能力は発揮できない。そのため、企業では係

長以上から部長まで厳しく評価を行っています。先程の説明を受けて役所と民間とは尐し違う

なと思う部分があったもので、大至急、この人事評価を実施して降格もあるし、昇格もあって昇

給もあるという制度を作られたらと思います。 

会  長 ： 人事評価制度につきましては、２２年度から２６年度までの第２次プランの中で当然、出てく 

ることと思います。結局、今のところ試行中ですから、今のＣ委員のご意見に答える形できち

っとしたものをこの後の説明で出していただきたいと思いますが、よろしいですか。 

それともうひとつは、５ページの自主財源の確保の３９番「市税の徴収率の向上」、４０番

「保育料の収納率の向上」のところです。この取組結果報告を見ていますと、２１年度は過去５

年間で比べると双方とも最高の数字は出ています。それなりに努力されているということは理

解できますが、これは、市民にとって義務なわけです。当然、１００％というのは難しいとはい

え、１００％にならなければならない数字なわけです。ですから人事評価制度と収納率の問題

を後半の２２年度以降の第２次改革プランでどのように持っていこうとされているのか聞かせ

ていただきたいと思います。 

 

＜議 事＞ ・・・・・・・・・・・  事務局より説明 

（２） 第２次改革プランについて 

 

 

＜質  疑＞ 

 

会  長 ： ７７項目に亘って説明がございました。この中には前の段階で、ご指摘があったところ、例 

えば、人事評価の対応、それから市税等の徴収率の向上など一応の方向は示されていると 

思っています。そういうことも含めて委員の皆さん方からのご指摘がございましたら、ご質問を 

含めて出していただきたいと思います。今年度から２６年度までの改革プランの今後のことに 

ついて忌憚のないご意見を賜ればと思います。宜しくお願いします。 

Ａ 委 員 ： お聞きしたいと思っていましたが、江里口市長さんは、以前の委員会の中でも、小城市の

経営方針として、要するに自治体経営と地域経営という概念をお使いになって、これからの、

また、現在の小城の基本的なスタンスということを言われていると思います。そこで、単刀直入

にお聞きしたい。明日から一週間の間に全国から九十万人から百万人の観光客がバルーン・

フェスタにお見えになります。これは佐賀市が主催しているということですけど、佐賀県全体と
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しても様々な効果があるかと思います。天候にもよりますが、その中で小城市はこの九十万人

のうち、どのくらいの観光客が小城市に流れてくるか、どれくらいの経済効果があるのだろうか、

これに便乗しない手はないと思うんですね。私が、１０年くらい前にハイブリットイベントというこ

とで提唱したことがあります。それは、佐賀の地域資源の３大イベント、つまり、バルーン、唐津

くんち、有田の茶碗まつり（皿まつり）。この地域の３大イベントをハイブリット、つまり組み合わ

せて一週間の間に全部集中させたらどうですかと提言しました。それから、イベントが一週間

の間に集中して実施されるようになり、観光を宿泊型にすることで観光客を逃さないで佐賀県

内を周遊させるということになり、今回、イベントが前後に集まっているわけですが、有田が茶

碗まつり（皿まつり）を後半に組み合わせてきました。例えば、その中で小城の地域資源として

ある羊羹、鯉などで、どのくらいの人を小城市に取り込むことができるか。私も東京からお客様

がお見えになった時には清水の入口の店に連れて行きますけど、鯉料理は美味しいと思って

います。鯉まつりや羊羹まつりなどをバルーンとセットにして行えないか。小城市は隣にあり、

どうやって客を取り込もうとしているのか、周遊させようとしているのだろうか。人が集まれば、

金も集まってくるので、そこをどうやって地域資源、地域経営に結び付けようとしているのかと

いうことは、切実な課題として問うべきではないかなと思いました。市長さんの考えをお聞きし

たいと思います。 

次に②の地方分権への対応について、ここが空欄になっているところが、非常にキーに思 

いました。現在は、地域分権と地域主権という概念が踊っているわけですね。結局、ダウンサ 

イジングの時代において、国も金がない、自治体もない。アウトソーシングですね。自治体のあ 

らゆる人・金・物、財源、その権限を住民に市民に落として行こうと、移譲して行こうという動き

があるわけです。それが、地方分権ですけど、地域主権、住民主権、市民主権という概念、或

いは市民自治という概念で住民管理の時代を迎えています。そこに落としていかないといけな

い時代になっていると思うわけです。つまり、そういう権限を住民サイドに委託し、アウトソーシ

ングして降ろしていこう。公民館であっても図書館であっても様々なところに降ろして行く、ここ

の②地方分権への対応が、空欄であるということは尐し手抜き状態になっているのかなと思い

ます。もう尐し真剣に内容を人・金・物、情報や技能などの自治体の経営資源を住民側に分権 

化していくということを、もう尐し項目として書いていただきたいと思いました。 

もうひとつは、市民協働でその受け皿として、３８番に「中間支援組織のサポート」で「ようこ

そ」への自立支援を行うとありますが、ここについても、これまでの改革プランの７ページの６８

番「市主催及び市が補助金を支出しているイベントの見直し」との関連で申し上げたいのです

が、ただ、削減すればいいということではなくて、減らすということと現状維持の予算もあります

し、増やすという論理ですね、減らすだけでなく、どうやって増やしていき、全体として地域に

様々な収入を増やしていけばいいのか、時代は廃止と中止の方向に向かいつつあるわけです

けど、新規に採用してそのことが、財源増に繋がるというような方針で考えれば、「ようこそ」へ

のてこ入れが非常に重要ではないかと思います。そこに先程申し上げました人・金・物、情報、

技術などの支援を行う。やはり「ようこそ」への支援が地域主権の中心になって行くのではない

かなと思いますので、そこについて、どのように考えておられるのか。かなり充実した支援策が

必要ではないかと思います。支援の中身について、もう尐しお聞きしたいと思います。 
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市 長 ： まずひとつは、地域経営ということで、いよいよ明日からバルーンが始まって相当なお客様

が来られますから、そういった観光客をどのように小城に取り込んでいくのかということですが、

この件については、以前から「何とかしないか」というご意見をいただき、我々も検討を重ねて

きた状況です。現在、どういう状況かと申しますと、バルーンが開催されている期間は、バル

ーン会場内に羊羹の協会がブースを確保して、販売、ＰＲをするといった活動を主に行ってお

ります。今年も観光協会が主体となって、様々な販売、ＰＲをしている状況ですが、その期間に

観光客を小城に引き入れたらということですが、なかなか、そこまでいっている状況ではありま

せん。また、１１月に開催されるバルーンは、１１月３日から７日までの短期間のイベントです

から、どうしても、小城の一番旬な時期である紅葉と竹灯り（11 月 15 日から 23 日までの約 1

週間開催）との時期のズレがあります。その一番旬な時期は、清水の鯉屋さんが鍋フェアーを 

開催し、店ごとにそれぞれ違った味の鍋を作られＰＲされています。その時期はシャトルバス

で送迎しないと対応できない程の相当のお客さんが来られますので、その時に集中して営業

されるため、なかなか、バルーンと両方合わせて実施するということは、現時点では、厳しいの

かなと思います。今、委員がいわれた様に川を隔てたところに多くのお客様が来られますから、

そういった意味でもバルーンに来られる方を小城市に導入できるように他に方策がないか検

討をしていきたいと思います。 

教 育 長 ： 市長の答えに関連して、文化教育の面からは、小城は中林梧竹を輩出したところでござい

まして、現在、書に力を入れています。方向性としては、そのことを広く広めて行こうということ

で、バルーン会場で書道好きの方や興味が有られる方に「千字文」といって、１,０００の異なっ

た文字（四字熟語）を幅１メートル、長さ１００メートルの和紙に２５０人の力を合わせて２５０句、

１,０００文字の四字熟語を書家とともに書き、書道の楽しさを広く知ってもらおうという活動をＮ

ＰＯ法人天山物づくり塾等と連携を図りながら、小城市を発信していこうということで昨年から

行っています。芸術の分野として実施しています。 

企画課長： 中間支援組織のサポートについては、先程、話がありましたとおり、現在、市民協働につき

ましては、職員と市民は対等ということで、市職員と市民を含めて各種研修会を実施し、市民

協働の重要性について研修を続けているところです。そういう中でＣＳＯの「ようこそ」を立ち上

げていただき、現在、市民協働についての支援等をしていただいているところです。そういう中

でＣＳＯの「ようこそ」も補助金で活動されており、やはり、自主財源の確保、それと組織基盤

の強化というのが課題であると思っています。そういう点で、今後、この「ようこそ」のこれまで

の効果・成果といいますか、そういうことを踏まえて行くと、このまま終わられては、市民協働

の効果ということを育てていく状況にあるため、人的、また財政的になんらかの形で支援でき

ればと考えています。 

総務部長： 地方分権への対応ということで、ここの②の欄には定員管理の適正化の項目を再掲して、

そこには書いておりませんが、標記する中でこの地方分権への対応をどうするかという検討

はあったわけですけど、皆さんご存知のように、今国会でも、様々なゴタゴタがあっておりまし

て、本当に今の状況でこれからどうなっていくのか、私どもとすれば情報不足もありますし、未

確定の部分もあるということで、ここの部分は、決めれなかったわけですけど、この分権、市民

協働や地域主権など、キーワードになるものについては、この新改革プランの中には、尐しず

つは織り込んでいるかと思います。ただし、それを具体的にまとめてどうするのかという部分
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は、まだ書き込めていませんので、これについては、今後、検討していきたいと思っています。

もう尐し、国の方針が現れれば非常に書きやすいとは思いますけど、現時点では、本当にどう

なるのか、尐し迷っていたところもあり、揚げておりませんが、今後は、考えていきたいと思っ

ております。 

市 長： もう一点よろしいですか。この地方分権の対応で今、部長が国との話をしましたけど、これ

は、率直に言って私の感じですけど、今、地方分権や地方主権については、様々なメディア等

で言われています。どうしても言葉が先に行っているような感じですけど、我々、職員側からす

ると地方主権や地方分権という言葉は、ある意味でトラウマになってはいないかなという思い

があります。というのは、地方分権ということで何でも権限を「落とさないといかん、落とさない

といかん」、そうしないと地域が独立を自主的にできないということまでは言われてきたんです

ね。それで、どういうことが起こったかというと、国や県などの様々な事務事業が地方、地域に

おりてきました。事務事業というのは、権限もなくて住民に対するお金もない。結局、仕事ばか

り増えて、一言でいえば、どうでもいい仕事ばかりおりてきて、権限は全て国や県が握ってい

るということで、分権という名前の中で、事務量が増えても権限はおりてこないというのが、今

までの感想です。ですから、分権という言葉は、奇麗でいい言葉ですが、実際はどうなのかと

いうと我々も見えてきていない状況です。私の主観かも知れませんけど、そのように思ってい

ます。 

Ｆ 委 員 ： 先程、市長の答弁の中にもバルーンのことがでましたけど、こういう場で言うのも恥ずかし

いくらい微々たる活動ですけど、私は、砥川でみかんオーナーをやっておりまして、もう５年程

になりますが、毎年、福岡のある保育園がバルーンのキッズデイにあわせて、バルーンで遊

んだ後、みかん狩りをして、砥川のグリーンパークで遊んで帰られます。毎年、ものすごく喜ん

で来られます。現在は、地元の幼稚園等はみかん狩りを受け入れていますけど、先程、旬の

話をされましたけど、この時期、みかん狩りは、ちょうど旬の時期となりますので、みかん狩り

をもっと広めてもいいのかなと思いました。 

それと、３の市民協働の推進のところは、どうしても「募集するや推進する」などの言葉にな

ってしまいます。先程、女性人材バンクについて考えていたところ、確か私も登録していたなと

思い出だしました。以前、顔見知りの職員の方から、松尾さん女性人材バンクというのがある

から、是非登録してくれんねということで登録しました。こういう３市民協働の推進については、

人と人の繋がりというのがすごく大事な要素だと思います。今１４.４％の職員の削減があって、

残業時間がすごく増えていると報告がありましたけど、目の前の仕事をすることで精一杯だと

思うんですね。以前と比べてそういった人と人とのつながりが無く、こういう人材バンクの登録

や公募制を直接、職員が市民に声をかけるというチャンスも減ってきていると思います。上の

方からの掛け声だけでは中々できないと思うので、その辺も是非、考えていただけたらと思い

ます。 

Ｅ委 員 ： 第１次の改革プランの結果については、前もって資料をもらい全部確認しましたが、    

担当課、部署は、場面場面で努力されているなというのは数字を見てもわかりました。 

職員の数が減りすぎているかどうかは私にはわかりませんが、財政的には、結構努力され       

ていると、まずは、合格ではないかなと思いました。今日の第２次改革プランについて、メニュ

ー項目を見せてもらいましたが、おそらくこれは、平成２６年度までの５年間ということは、合併
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特例法が私の記憶では、１０年間、特別措置として交付金がきますよね。はっきり言えば、平

成２７年度からは、歳入がメチャクチャ減るわけですね。小城市としては、何十億か数字的に

減っていたのではないかと思います。額ははっきり覚えていませんけど、今現在の財政規模

で行けば、支出の削減がかなりないとプラス、マイナスのバランスが全く取れなくなるという状

況ではなかったかなと一部記憶しています。今度の第２次改革プランの５ヵ年間の中で歳入が

増える、また、歳出の削減ができるという項目が結構多くあります。これを第２回目の行革委

員会がいつ頃、どういう内容を考えて計画されているのかよくわからないのですが、私の要望

としては、その時までに今回のメニュー項目について、まず、優先順位をどうゆう具合に付け

るのかと、平成２５年度に新庁舎が完全にスタートするわけですから、新庁舎ができるまでに

することは何番と何番なのかと。それから、新庁舎ができてから実施しないと上手く行かない

のは何番と何番なのかといった仕分けを次回の委員会までに出してもらえればと思いました。 

次に５ヵ年間のタイムスケジュールがあれば、例えばこのプランは、何年度目標で本当に

取組を完了してしまうんだということまで、各課、担当部署で考えられて資料を出してもらえれ

ばと思います。また、この新改革プランのリストの中には、市長部局と教育長部局があると思

いますが、教育部長局で改革する項目は何番と何番なのかがわかれば、この項目は市長部

局がやるんだと。この項目は、教育長部局でやるんだというのが、はっきり見えてくるわけです。

課をずらっと書かれてもどこに命令権や責任の部署があるのかが分かりにくいので、もし、わ

かるようなら教えてもらいたいと思います。 

それから、この第２次行革プランが２６年度終わって、合併特例法がなくなって歳入が減る

といった時に市民の負担増というのが、考えられるか、考えられないか。はたして、市民の負

担が現在よりも増えるのか、どうなのかぐらいまで教えてほしい。中々わからないでしょうね。

僕としては、収入がものすごく減るわけですよ。そうなったときに現在の市の事業を１００％続

けるのであれば、かなり負担額が増えるのではないかと思う。というのは、受益者負担、サー

ビスにおいて受益者負担という考えを教育して行かないといずれ、急に受益者負担が必要で

すよと言われても、簡単にはいかないのではないかと思います。もしも、先が見えているので

あれば、これとこれについては、絶対、受益者負担で行わなければ、市の財政はパンクします

と、だから宜しく頼むよということを前もって言っていただかないと困るのではと思いました。平

成２７年度から、国からもらえる金が尐なくなったので、これは、事業として廃止しますというの

であれば、市民サービスとしては逆行するかなという心配があります。先の心配ですけどね。 

小城市は、そういうことはないかもしれませんけども、それがあるから、見通しだけでも伺いた

いと思います。 

財政課長： まず、一点目は、実施時期、優先順位ということですけども、そのタイムスケジュール等に

つきましては、この改革プランというのは、個表というのをそれぞれ別に作っています。何年度

に何をするというようなそれぞれの項目等をまとめておりますので、整理はできると思います

が、早急にというのは、まだ、無理な状況です。行政改革推進委員会は大体、年１回確認等を

お願いしたいと考えておりましたが、このプランの内容等を精査するということで、初年度でも

あり、次回を年度内にもう１回開催をして、そこの中でお示しをできればと思います。次の本庁

舎前にできる、するべきものや本庁舎移行後にすることですけども、それについても、タイムス

ケジュールの個表の中でできると思っております。 
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教育部長： 教育委員会から担当の番号を申し上げます。１枚目の裏の方の１５、１６、３枚目の一番下

６０番、裏の６１、６２、このページ最後の７１、７２、７３、ここの部分が教育委員会で現段階の

プランとして出している部分であります。５年間としておりますので、現在も検討をしております

が、また、考えられるプランが出てくれば、随時追加したいと考えております。 

会  長 ： 年度内にもう一度、第２回目の委員会という話がありましたが、その際に、７７項目からなる

新改革プランの項目について先程、ご提案のあった優先順位が付けられるものは優先順位、

もっと具体的な方向性が示されるものについては、示していただき、ご説明をいただければ、

委員の皆さん方もより理解ができるのではないかと思いますので、宜しくお願い申し上げたい

と思います。 

Ｇ委 員 ： ２０番７０番７４番７５番に関係することかと思いますが、人材については、かなり議員数と

か削減されて、また、新しく採用されているということですが、ここら辺の兼ね合いで要は小城

市として各部署を網羅して、マトリックスで何人いるとかいうのが、きちんと作ってあるのか。具

体的にこの課の人員が減ったから、ここの課に補充するなど、そのあたりが良くわかるような

マトリックスがあるのか。また、課によっては、各課を横断するような業務もあるかと思います

から、トータルで職員さんたちがどう配置されているのか、そういった資料が見られたらと思い

ました。 

総務部長： 市の組織は、大まかにいえば、市長部局と教育長部局とに分かれています。それぞれに部

があり、課があり、係があり、そして担当ということで別れています。そういう組織図を一度見

ていただいた方がいいのかなと思います。具体的には、そういったマトリックスというようなもの

は、特にございません。今まで、合併時に合併協議の中でどういう部局がやっているのか、そ

れと、例えば、どこの課がどういう仕事をやるのかといったことや、どこがどういった仕事をや

るのかということと、決裁や権限などといった様々な協議を合併の時に行ってきております。そ

の当時は、定員適正化計画までは無いと思いますが、その時に人員配置を含めて一度、旧町

の流れがあった中で整理をして、人員配置をやっております。そういう中で業務については、

多岐にわたって権限委譲等でおりてきていますので、それにどう対応して行くのかということも

課題としてあります。今現在、定員適正化計画の中で人員を１０％減という目標で削減をして

いましたが、それ以上に削減しているという状況です。これについても、５年経過しましたので、

尐し業務の増減を見ながら見直しをしなければと検討を初めたところです。人員配置について

は、５年前には１度整理をして配置しています。その後も組織機構を尐しずつ変えて行ってい

るとこもありますので、今後、本庁舎へ移行していきますので、それまでには、整理ができるの

ではないかと思います。組織図については、次回、お配りしたいと思います。 

会  長 ： 議会のことが２９番３０番にありますけど、これに関連してですが、議員の政務調査費という

のは、小城市にはありますか。これは、無い方がいいです。来年度、統一地方選挙を前にして

相当噴出してくるはずです。オンブズマンやマスコミもかなり動いていますし、議員の資質の問

題も絡んでくる問題ですので、認識していただいていればいいと思います。 

それでは、次回の委員会でより具体的な説明をいただいて、内容のある改革プランにして

いただきたいと思います。委員、執行部の皆さん方、どうも御苦労さまでした。 

財政課長： どうも有難うございました。次回までには、空欄の無いように更に積極的にプランを練って

行きたいと考えていますので、次回も宜しくお願いします。今日はどうも有難うございました。 


